
（第三種郵便物認可） ２０１３年２月１５日（５、15、25日発行）大阪歯科保険医新聞 （６）

Ⅰ　事業所得等関係

１．減価償却
①�青色申告書を提出する中小企業者の少額減価償却資
産の取得価額の必要経費算入の特例
　�　少額減価償却資産（取得価額30万円未満）の取得
価額相当額（一定の制限あり）をその業務の用に供
した年分の必要経費に算入することが出来る特例の
適用期限が、2014年３月31日まで２年延長された。
②�2012年４月１日以後に取得する減価償却資産の定率
法の償却率が、定額法の償却率（1/耐用年数）を
2.0倍した割合（改正前：2.5倍した割合）とされた。
　�　なお、この改定については経過措置が設けられて
いる（2011年度の改定事項）。
２�．雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
の創設
　青色申告書を提出する個人で、本年及び前年におい
て離職者がいないことにつき証明がされたものが、
2012年から2014年までの各年のうち、基準雇用者数が
５人以上（中小企業者は２人以上）及び基準雇用割合
が10％以上であることが証明されるなど、一定の要件
を満たせば20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金
額の特別税額控除ができることとされた。
　但し、事業所得に係る所得税額の20％相当額（中小
企業者）が限度となる（2011年度の改定事項）。

Ⅱ　譲渡所得

１�．特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期
譲渡所得の課税の特例
　その年の１月１日において所有期限が10年を超える
等一定の要件を満たす居住用財産の買換え及び交換を
行った場合に、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1.5
億円以下に引き下げられた上、適用期限が2013年12月
31日まで２年延長された。なお、この改定は2012年１
月１日以後に行う譲渡資産について適用される。
２�．居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通
算及び繰越控除並びに特定居住用財産の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除制度
　その年１月１日において所有期間が５年を超える等
一定の要件を満たす居住用財産及び特定居住用財産の
譲渡損失の金額について、一定の要件の下損益通算が
認められ、通算後譲渡損失の金額を有する場合には、
一定の方法により繰越控除が認められる制度で、本特
例の適用期限が2013年12月31日まで２年延長された。

Ⅲ．�2010年度の改定事項のうち、2012年分
の所得税から適用される主なもの

１．生命保険料控除の改組
　生命保険料の控除額は、次の表により計算した一般
の生命保険料の控除額（①、②、③のうち最も大きい
金額）、介護医療保険料の控除額及び個人年金保険料
の控除額（④、⑤、⑥のうち最も大きい金額）の合計
額となる。なお、一般の生命保険料の控除額、介護医
療保険料の控除額及び個人年金保険料の控除額の合計
額が12万円を超える場合には、生命保険料の控除額は

2012年分所得税の主な改定事項
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表　各生命保険料区分の控除額
保　険　料　の　区　分 控　除　額

一般の　　
生命保険料

⑴支払った新生命保険料につい
て控除の適用を受ける場合（⑶
の場合を除く）

計算式Ⅰに当てはめ
て計算した金額
� （①）

⑵支払った旧生命保険料につい
て控除の適用を受ける場合（⑶
の場合を除く）

計算式Ⅱに当てはめ
て計算した金額
� （②）

⑶支払った新生命保険料及び旧
生命保険料の両方について控除
の適用を受ける場合

上記①及び②の金額
の合計額
（最高４万円）�（③）

介護医療保険料 計算式Ⅰに当てはめ
て計算した金額

個人年金
保険料　

⑴支払った新個人年金保険料に
ついて控除の適用を受ける場合
（⑶の場合を除く）

計算式Ⅰに当てはめ
て計算した金額
� （④）

⑵支払った旧個人年金保険料に
ついて控除の適用を受ける場合
（⑶の場合を除く）

計算式Ⅱに当てはめ
て計算した金額
� （⑤）

⑶支払った新個人年金保険料及
び旧個人年金保険料の両方につ
いて控除の適用を受ける場合

上記④及び⑤の金額
の合計額
（最高４万円）�（⑥）

【計算式Ⅰ　新生命保険料、介護医療保険料または新個人年金保険料
を支払った場合】
支払った保険料等の金額 控　除　額

20,000円以下 支払った保険料等の全額

20,001円から40,000円まで（支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１＋10,000円２

40,001円から80,000円まで（支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１＋20,000円４

80,001円以上 一律に40,000円

【計算式Ⅱ　旧生命保険料または旧個人年金保険料を支払った場合】
支払った保険料等の金額 控　除　額

25,000円以下 支払った保険料等の全額

25,001円から50,000円まで（支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１＋12,500円２

50,001円から100,000円まで（支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１＋25,000円４

100,001円以上 一律に50,000円

（注）�控除額の計算において算出した金額に１円未満の端数があると
きは、その端数を切り上げます。

最高12万円が限度となる。
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